
 

 

大阪市規則第128号 

 

大阪市公文書管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 

大阪市公文書管理条例施行規則（平成18年大阪市規則第65号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（利用請求の方法等） 

第10条 [略] 

２ 条例第17条に規定する利用請求をするも

の（法人その他の団体を除く。以下この項

及び次項において同じ。）は、市長に対し、

次の各号に掲げる書類のいずれかを提示

し、又は提出しなければならない。 

⑴ 運転免許証、旅券、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号）

第２条第７項に規定する個人番号カー

ド、出入国管理及び難民認定法（昭和26

年政令第319号）第19条の３に規定する在

留カード、日本国との平和条約に基づき

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

に関する特例法（平成３年法律第71号）

第７条第１項に規定する特別永住者証明

書その他法律又はこれに基づく命令の規

定により交付された書類のうち、利用請

求書に記載されている利用請求をするも

のの氏名及び住所又は居所と同一の氏名

及び住所又は居所が記載されているもの

で、当該利用請求をするものが本人であ

（利用請求の方法等） 

第10条 [同左] 

２ [同左] 

 

 

 

 

⑴ 運転免許証、旅券、健康保険の被保険

者証、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号）第２条第７項に

規定する個人番号カード、出入国管理及

び難民認定法（昭和26年政令第319号）第

19条の３に規定する在留カード、日本国

との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第71号）第７条第１項に

規定する特別永住者証明書その他法律又

はこれに基づく命令の規定により交付さ

れた書類のうち、利用請求書に記載され

ている利用請求をするものの氏名及び住

所又は居所と同一の氏名及び住所又は居

所が記載されているもので、当該利用請



 

 

ることを確認するに足りるもの 

 

[⑵ 略]  

[３・４ 略] 

求をするものが本人であることを確認す

るに足りるもの 

[⑵ 同左]  

[３・４ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

   附 則 

 この規則は、令和６年12月２日から施行する。 

（令和６年11月29日掲示済） 

 


